
●条例により制限する地区整備計画の項目

桜台住宅地区　地区整備計画 条例により制
限する予定の
項目低層住宅地区

(A)
低層住宅地区
(B)(C) 中高層住宅地区 教育施設地区 近隣センター地区

建築物等の
用途の制限

次に掲げる建
築物は、建築
してはならな
い。
・建築基準法
別表第２(い)
項に定める建
築物以外の建
築物

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
(1)戸建住宅
(2)大学、高等
専門学校、専
修学校その他
これらに類す
るもの

次の各号に掲
げる建築物及
びこれに付属
する建築物以
外は、建築し
てはならな
い。
(1)小学校、中
学校
(2)市長が公益
上必要な建築
物で用途上及
び構造上やむ
を得ないと認
めて許可した
もの

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
(1)戸建住宅
(2)寄宿舎又は
下宿

○

建築物の敷
地面積の最
低限度

１ ７ ０ ㎡

○ただし、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め
て許可したものについては、この限りではない。

建築物の延
べ面積の敷
地面積に対
する割合の
最高限度

－ １０分の１０ － － － ○

建築物の建
築面積の敷
地面積に対
する割合の
最高限度

－ １０分の５ － － － ○

壁面の位置
の制限

道路及び隣地境界から建築物
の外壁又はこれに代わる柱の
面までの後退距離は、１ｍ以
上とする。ただし、出窓、建
築物に付属する物置で高さ
２．５ｍ以下かつ床面積６．
６㎡以下であるもの、自動車
車庫で高さが３．０ｍ以下で
あるもの、及び軒とこれを支
える柱はこの限りではない。

道路から建築物の外壁又はこれに代わる柱の
面までの後退距離は、次に掲げるとおりとす
る。
(1)1号壁面線においては、５ｍ以上とする。
(2)2号壁面線においては、２ｍ以上とする。
(3)3号壁面線においては、１ｍ以上とする。

○

建築物の高
さの最高限
度

－ １０ｍ － － － ○



離

●条例により制限する地区整備計画の項目

桜台業務・公益的施設地区　地区整備計画
条例により制限
する予定の項目

複合的土地利用
（施設系）地区 公益的施設地区 特定業務施設地区

（１）
特定業務施設地区

（２）

建築物等の用途
の制限

次の各号に掲げ
る建築物は、建
築してはならな
い。
(1)建築基準法別
表第２(い)項第
１号、第２号又
は第３号に掲げ
るもの
(2) 床面積の合
計が3,000㎡を超
える店舗・飲食
店
(3) マージャン
屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝
馬投票券発売
所、場外車券売
場その他これら
に類するもの
(4)自動車教習所
(5)カラオケボッ
クスその他これ
に類するもの
(6)畜舎（床面積
の合計が15㎡を
超えるもの）
(7)ホテル又は旅
館

次の各号に掲げ
る建築物は、
建築してはなら
ない。
(1)建築基準法別
表第２（い）項
第１号、第２号
又は第３号に掲
げるもの
(2) マージャン
屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝
馬投票券発売
所、場外車券売
場その他これら
に類するもの
(3)カラオケボッ
クスその他これ
に類するもの
(4)畜舎(床面積
の合計が15㎡を
超えるもの)
(5)ホテル又は旅
館
(6)倉庫業を営む
倉庫
(7)自動車教習所
(8)建築基準法別
表第二（へ）項
第２号又は
（と）項第３
号、第４号の規
定に該当するも
の

次の各号に掲げ
る建築物は、建
築してはならな
い。
(1)建築基準法別
表第２（い）項
第１号、第２号
又は第３号に掲
げるもの
(2)学校（大学を
除く）
(3) マージャン
屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝
馬投票券発売
所、場外車券売
場その他これら
に類するもの
(4)カラオケボッ
クスその他これ
に類するもの
(5)畜舎(床面積
の合計が15㎡を
超えるもの)
(6)ホテル又は旅
館
(7)倉庫業を営む
倉庫
(8)自動車教習所
(9)建築基準法別
表第二（へ）項
第２号又は
（と）項第３
号、第４号の規
定に該当するも
の

次の各号に掲げ
る建築物は、建
築してはならな
い。
(1)建築基準法別
表第２（い）項
第１号、第２号
又は第３号に掲
げるもの
(2) 学校（大
学、高等専門学
校、専修学校及
び各種学校を除
く）
(3) マージャン
屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝
馬投票券発売
所、場外車券売
場その他これら
に類するもの
(4)キャバレー、
料理店、ナイト
クラブ、ダンス
ホールその他こ
れらに類するも
の
(5)カラオケボッ
クスその他これ
に類するもの
(6)畜舎(床面積
の合計が15㎡を
超えるもの)
(7)ホテル又は旅
館
(8)自動車教習所
(9)建築基準法別
表第二（り）項
第３号又は第４
号の規定に該当
するもの

○

建築物の敷地面
積の最低限度

４００ ㎡

○　ただし、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得
ないと認めて許可したものについては、この限りではない。

壁面の位置の制
限

道路から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距
は、次に掲げるとおりとする。
(1)　1号壁面線においては、１０ｍ以上とする。
(2)　2号壁面線においては、  ５ｍ以上とする。
(3)　3号壁面線においては、  ２ｍ以上とする

○





●条例により制限する地区整備計画の項目

西白井地区　地区整備計画 条例により制
限する予定の
項目

住宅地区 沿道地区

建築物等の用
途の制限 －

次の各号に掲げる建築物は、建築し
てはならない。
(1) 自動車教習所
(2) 畜舎
(3) ゴルフ練習場及びバッティング
練習場

○

建築物の敷地
面積の最低限
度

１５０㎡ ２００ ㎡

○　ただし、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと
認めたものについては、この限りではない。

壁面の位置の
制限

　道路境界線から建築物の外壁又は
これに代わる柱の面までの後退距離
は、１ｍ以上とする。

　道路境界線から建築物の外壁又は
これに代わる柱の面までの後退距離
は、都市計画道路3.4.34号に面する
場合は、２ｍ以上、その他の道路に
面する場合は１ｍ以上とする。

○　ただし、出窓、建築物に付属する物置で高さ２.５ｍ以下かつ床面積６.
６㎡以下であるもの、自動車車庫で高さが３.０ｍ以下のもの及び軒とこ
れを支える柱はこの限りではない。

建築物等の形
態又は意匠の
制限

　建築物の屋根、外壁もしくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色
を避け周辺の環境と調和した落ち着きのある色調、又は明るい色調とす
る。

×

かき又はさく
の構造の制限

　道路境界線のかきもしくはさくの構造は、生け垣あるいはフェンス鉄さ
く等透視可能なものとし、ブロック等これらに類するものは設置してはな
らない。
　ただし、フェンス等の基礎で宅地からの高さが０.６ｍ以下のもの、あ
るいは門柱、門の袖等にあってはこの限りではない。

×



,



●条例により制限する地区整備計画の項目

白井駅北住宅地区　地区整備計画 条例により制
限する予定の
項目

独立住宅地区 集合住宅地区

建築物等の用
途の制限

次の各号に掲げる建築物は､建築して
はならない｡
(1) 寄宿舎･下宿
(2) 共同住宅及び長屋(ただし､2世帯
住宅は除く)
(3) 公衆浴場

次の各号に掲げる建築物は､建築して
はならない｡
(1) ホテル､旅館
(2) 大学､高等専門学校又は専修学校
(3) 自動車教習所
(4) 工場(自家販売のために食品製造
業を営むパン屋等又は洋服店､畳屋､
建具屋､自転車店等で作業場の床面積
が50㎡以内もので､0.75KW以下の原動
機を使用するものは除く。)
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律（昭和２３年法
律第１２２号）第２条第６項第６号
に規定する営業の用に供する建築物

○

建築物の敷地
面積の最低限
度

170㎡
　ただし､市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと
認めて許可したものについては､この限りではない｡

○

壁面の位置の
制限

　道路境界線及び隣地境界線から建
築物の外壁又はこれに代わる柱の面
までの後退距離は､1m以上とする｡た
だし､出窓及び次に掲げるものについ
てはこの限りではない｡
(1)別棟の物置の高さ2.5m以下かつ床
面積6.6㎡以下であるもの｡
(2)別棟の自動車車庫で高さが3m以下
のもの｡

１．道路から建築物の外壁又はこれ
に代わる柱の面までの後退距離は､次
に掲げるとおりとする。
(1)１号壁面線においては、２ｍ以上
とする。
(2)２号壁面線においては、１ｍ以上
とする。
２．隣地境界線から建築物の外壁又
はこれに代わる柱の面までの後退距
離は、１ｍ以上とする。

○

垣又は柵の構
造の制限

　道路境界に面する側の垣又は柵の
構造は､生け垣又は透視可能な柵とす
る｡ただし､生け垣又は柵の基礎で宅
地地盤面からの高さが0.6m以下のも
の､あるいは門柱､門の袖等にあたっ
てはこの限りでない｡ ×



,



●条例により制限する地区整備計画の項目

白井駅北業務施設地区（Ａブロック）　地区整備計画 条例により制
限する予定の
項目

公益的施設地区 センター地区

建築物等の用
途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築し
てはならない。
(1)戸建住宅
(2)ホテル、旅館
(3)倉庫業（貨物運送業を含む）を営
む倉庫（配送用施設を含む）
(4)自動車教習所
(5)建築基準法別表第二（へ）項第２
号又は（と）項第３号の規定に該当
するもの。
(6)大気汚染防止法第２条第２項に規
定する煤煙発生施設（同法施行令別
表第１の１項、１０項及び１３項に
規定するものは除く）又は同条第６
項に規定する一般粉じん発生施設又
は第７項に規定する特定粉じん発生
施設を設置する工場等
(7)悪臭防止法第２条に規定する特定
悪臭物質を発生する施設
(8)風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律（昭和２３年法律
第１２２号）第２条第１項第５号、
第６号、第７号及び第８号並びに第
６項第６号に規定する営業の用に供
する建築物

次の各号に揚げる建築物は､建築して
はならない｡
(1)戸建住宅
(2)倉庫業(貨物輸送業も含む)を営む
倉庫(配送用施設を含む)
(3)自動車教習所
(4)建築基準法別表第二（へ）項第２
号又は（と）項第３号の規定に該当
するもの
(5)大気汚染防止法第2条第2項に規定
する煤煙発生施設(同法施行令別表第
1の1項､10項及び13項に規定するもの
は除く)又は同条第6項に規定する一
般粉じん発生施設又は第7項に規定す
る特定粉じん発生施設を設置する工
場等
(6)悪臭防止法第2条に規定する特定
悪臭物質を発生する施設
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律（昭和２３年法律
第１２２号）第２条第１項第５号、
第６号、第７号及び第８号並びに第
６項第６号に規定する営業の用に供
する建築物

○

建築物の敷地
面積の最低限
度

１，０００㎡
ただし、市長が公益上必要な建築物
で用途上又は構造上やむを得ないと
認めて許可したものについては、こ
の限りでない。

１７０㎡
ただし、市長が公益上必要な建築
物で用途上又は構造上やむを得な
いと認めて許可したものについて
は、この限りでない。

○

壁面の位置の
制限

　１　道路から建築物の外壁又はこ
れに代わる柱の面までの後退距離
は、次に掲げるとおりとする。
(1)１号壁面線においては、１０ｍ以
上とする。
(2)２号壁面線においては、　５ｍ以
上とする。
(3)３号壁面線においては、　２ｍ以
上とする。
２　隣地境界線から建築物の外壁又
はこれに代わる柱の面までの後退距
離は、２ｍ以上とする。

１　道路から建築物の外壁又はこれ
に代わる柱の面までの後退距離は、
次に掲げるとおりとする。
(1)３号壁面線においては、２ｍ以上
とする。
２　隣地境界線から建築物の外壁又
はこれに代わる柱の面までの後退距
離は、１ｍ以上とする。 ○



,



●条例により制限する地区整備計画の項目

野口地区　地区整備計画 条例により制
限する予定の
項目低層住宅地区Ａ地区

(第１種低層住居専用地域)
低層住宅地区Ｂ地区

(第２種中高層住居専用地域)

建築物等の用
途の制限

 次の号に掲げる建築物は、建築して
はならない。
１．長屋住宅、共同住宅、寄宿舎、
下宿。
２．公衆浴場

次の号に掲げる建築物は、建築して
はならない。
１．長屋住宅、共同住宅、寄宿舎、
下宿
２．公衆浴場
３．前各号のほか、建築基準法別表
第二(い)項で規定した以外の建築
物。

○

建築物の敷地
面積の最低限
度

１７０平方メートル
ただし、町長が公益上特に必要と認めた場合は、この限りでない。 ○

建築物の延べ
面積の敷地面
積に対する割
合の最高限度

－ １０分の８ ○

建築物の建築
面積の敷地面
積に対する割
合の最高限度

－

　　　　　 　１０分の４
  ただし、街区の角にある敷地又は
これに準ずる敷地の内にある建物に
ついては、１０分５とすることがで
きる。

○

壁面の位置の
制限

　道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面ま
での後退距離は１メートル以上とする。
  ただし、出窓及び次に掲げるものについてはこの限りでない。
１．別棟の物置で高さ２．５メートル以下かつ床面積６．６平方メートル
以下であるもの
２．別棟の自動車車庫で高さが３メートル以下のもの。 ○

建築物の高さ
の制限 － 　１０メートル ○

垣又は柵の構
造の制限

　 道路境界に面する側の垣又は柵の構造は、生け垣又は透視可能な柵と
する。
  ただし、生け垣又は柵の基礎で宅地地盤面からの高さが０．６メートル
以下のもの、あるいは門柱、門の袖等にあってはこの限りではない。 ×



●条例により制限する地区整備計画の項目

けやき台二丁目地区　地区整備計画
条例により制
限する予定の
項目

建築物等の用
途の制限

　次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
１．自動車車庫(建築物に附属するものは除く)
２．大学、高等専門学校、専修学校その他これに類するもの

○

建築物の敷地
面積の最低限
度

　１７０平方メートル
　ただし、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと
認めて許可したものについては、この限りではない。

○

壁面の位置の
制限

　道路境界線および隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面
までの後退距離は、次に掲げるとおりとする。
(1)１号壁面線においては2m以上とする。
(2)その他については1ｍ以上とする。
ただし、出窓及び次に掲げるものについてはこの限りでない。
１．別棟の物置の高さ２．５ｍ以下かつ床面積６．６㎡以下であるもの。
２．別棟の自動車車庫で高さが３ｍ以下のもの。

○

建築物の形態
又は意匠の制
限

　建築物の屋根、外壁もしくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色
を避け周辺の環境と調和した落ち着きのある色調又は明るい色調とする。

×

かき又はさく
の構造制限

　道路境界に面する側のかき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なさ
くとする。
　ただし、生け垣又はさくの基礎で宅地地盤面から０．６ｍ以下のもの、
あるいは門柱、門の袖等にあってはこの限りではない。 ×



●条例により制限する地区整備計画の項目

七次台三丁目沿道地区　地区整備計画
条例により制
限する予定の
項目

建築物等の用
途の制限

　次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
１．自動車教習所
２．自動車車庫（建築物に附属するものは除く）
３．ホテル又は旅館
４．カラオケボックスその他これに類するもの
５．畜舎（床面積の合計が15㎡を超えるもの）
６．マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売
場その他これらに類するもの

○

建築物の敷地
面積の最低限
度

　１７０平方メートル
　ただし、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと
認めて許可したものについては、この限りではない。

○

壁面の位置の
制限

　道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面ま
での後退距離は、１ｍ以上とする。ただし、出窓及び次に掲げるものにつ
いてはこの限りでない。
１．別棟の物置の高さ２．５ｍ以下かつ床面積６．６㎡以下であるもの。
２．別棟の自動車車庫で高さが３ｍ以下のもの。

○

建築物の形態
又は意匠の制
限

　築物の屋根、外壁もしくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を
避け周辺の環境と調和した落ち着きのある色調又は明るい色調とする。

×

かき又はさく
の構造制限

　道路境界に面する側のかき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なさ
くとする。
ただし、生け垣又はさくの基礎で宅地地盤面から０．６ｍ以下のもの、あ
るいは門柱、門の袖等にあってはこの限りではない。 ×



●条例により制限する地区整備計画の項目

堀込三丁目東地区　地区整備計画 条例により制
限する予定の
項目低 層 住 宅 地 区

建築物等の用
途の制限

　次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
１．共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿
２．公衆浴場

○

建築物の敷地
面積の最低限
度

　１７０平方メートル
　ただし、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと
認めて許可したものについては、この限りではない。

○

壁面の位置の
制限

　道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面ま
での後退距離は、１ｍ以上とする。ただし、出窓及び次に掲げるものにつ
いてはこの限りでない。
１．別棟の物置の高さ２．５ｍ以下かつ床面積６．６㎡以下であるもの。
２．別棟の自動車車庫で高さが３ｍ以下のもの。

○

建築物の形態
又は意匠の制
限

　建築物の屋根、外壁もしくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色
を避け周辺の環境と調和した落ち着きのある色調又は明るい色調とする。

×

かき又はさく
の構造制限

　道路境界に面する側の垣又は柵の構造は、生け垣又は透視可能な柵とす
る。ただし、生け垣又は柵の基礎で宅地地盤面からの高さが０．６ｍ以下
のもの、あるいは門柱、門の袖等にあってはこの限りでない。

×



●条例により制限する地区整備計画の項目

復インターチェンジ周辺地区　地区整備計画
条例により制
限する予定の
項目

建築物等の用
途の制限

　次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
１．建築基準法別表第２（い）項第１号、第２号又は第３号に掲げる住宅
２．物品販売業を営む店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の
合計が10,000㎡を超えるもの
３．学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く）
４．マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売
場その他これらに類するもの
５．建築基準法別表第二（ち）項第３号の規定に該当するもの
６．畜舎（床面積の合計が１５㎡を超えるもの）
７．自動車教習所
８．建築基準法別表第二（り）項第3号の（１）、（８）、（８の３）、
（９）、（１２）、（１３）、（１３の２）、（１７の４）、（１８）、
（２０）又は第4号に該当するもの

○

建築物の敷地
面積の最低限
度

　400平方メートル
　ただし、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと
認めて許可したものについては、この限りではない。

○

壁面の位置の
制限

　道路境界線および隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面
までの後退距離は、次に掲げるとおりとする。
１．道路境界線までの距離
　①幅員18ｍ以上の道路に面する場合は５ｍ以上
　②幅員18ｍ未満の道路に面する場合は２ｍ以上
２．隣地境界線までの距離
　　隣地境界線までの距離は２ｍ以上とする。

○
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